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今回は、雇用保険法の法改正（令和元年 10月１日～）に関する内容です。 

 

雇用保険法の教育訓練給付金が令和元年 10月 1日以降改正されています。 

 

ここ数年間で頻繁に改正されていますが、テキストや厚生労働省のホームページを確認して

も今一つ頭に入ってきません。 

 

テキストを読む際には、丁寧に読む前に、大きな概略を掴んでいきます。 

 

 

今回の法改正では、特定一般教育訓練が新設されています。 

 

 

前回改正された「専門実践教育訓練」も難解で、深追いすると訳が分からなくなります。 

 

細かい箇所はスルーして、鳥の目で押さえてきます。 

 

下記の全体像・支給要件期間・支給額をそれぞれ５分間使用して暗記していきます。 

 

メモやノートに貼って繰り返し覚え込みます。 

 

全体像・支給要件期間・支給額の３つを把握するだけでも教育訓練給付金に関しては大きな

前進です。 

 

後の細かい箇所は、過去問やテキストでバージョンアップすれば得点源になっていきます。 

 

 

繰り返しになりますが、最初は、大きく全体像を把握することが理解が早まります。 
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